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入院患者の他医療機関受診の規制強化を直ちに撤回してください

2010年４月実施の診療報酬改定で入院患者の他医療機関受診の規制が強化されました。

改定では、これまで規定のなかった入院基本料等算定患者等についても他医療機関を受診した日の入院基本料等の基本点数を30％減額し、他医療機関では「医学管理等（診療情報提供料は除く）、在宅医療、投薬、注射（当該専門的な診療に特有な薬剤を用いた受診日の投薬又は注射に係る費用を除き、処方料、処方せん料及び外来科学療法加算を含む）及びリハビリテーション（言語聴覚療法に係る疾患別リハビリテーションを除く）に係る費用」の算定ができなくなりました。
これは、他医療機関の医師の専門的な技術料を不当に削減するとともに入院患者への専門的な医療を制限するもので、断じて容認できません。
また外来医療機関においては請求できる診療報酬の範囲が制限され、処方は入院医療機関で行うこととなりました。
４月30日に厚生労働省から出された疑義解釈その３（問23）では、出来高病棟に入院中の患者について、①薬事法上の取扱いにおいて処方を行う医療機関が限定されている医薬品、②専門的な医師の診療の下で処方することが必要な薬剤については、外来側医療機関で処方するか、外来側医療機関の処方せんに基づいて薬局で調剤を行うこととしても良いことが示されましたが、処方料や処方せん料及び調剤薬局における調剤技術料は他医療機関又は薬局で請求できますが、薬剤料は入院医療機関で請求し、外来側医療機関又は薬局は入院医療機関と合議で費用を精算する扱いで、包括病床入院患者の他医療機関での投薬については示されませんでした。

患者さんは複数の疾病を抱えており、すべての疾病について入院医療機関のみで対応することは困難な場合があり、このまま他医療機関受診の制限が実施されれば、入院患者の症状を悪化させかねません。

また、このような規制は勤務医にさらなる負担を課すものであり、使用頻度が少ない薬剤を保有することは経営的にも大きな負担となります。
入院患者が当該医療機関にて診療を行うことができない専門的な診療を他の医療機関で受け、当該医師による投薬をはじめとした治療を受けられることが疾病の回復を促進することは言うまでもなく、入院医療機関が必要を認めて情報提供しての他医療機関受診は基本的に制限を設けるべきではありません。

他医療機関受診の制限は４月からすでに始まっていますが、このまま放置すれば、入院患者の治療に取り返しのつかない大きな影響を与えるとともに、第一線の入院医療を受け持ってきた中小病院や有床診の存続が極めて困難になります。
こうしたことから、直ちに下記を実施していただけますよう、お願いいたします。

記

一　入院患者の他医療機関受診の規制強化を直ちに撤回してください
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　　わたしの一言

